
桑名市保健福祉部の組織再編（平成２６年４月１日）

① 健康づくり及び地域医療と併せて介護・高齢福祉を担当する

「理事（保健医療・介護連携総括担当）」を配置。

② 地域医療対策課長と兼務で「次長」を配置。

③ 「健康づくり企画室」を健康づくり課に設置。

④ 保健師を「中央地域包括支援センター長補佐」として配置。

⑤ 中央地域包括支援センターに配置された保健師を健康づくり課に併任。

⑥ 健康づくり課に配置された保健師、管理栄養士、理学療養士及び歯科衛生士を

中央地域包括支援センターに併任。

⑦ 「地域福祉係」を福祉総務課に設置。

１．「地域包括ケアシステム」の構築

○ 生活保護と併せて生活困窮者自立支援を所管する「生活支援室」を福祉総務課に設置。

２．その他
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